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甲賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案要綱 

 

１ 改正の理由 

本市の国民健康保険税率は、平成２７年度から昨年度まで基金を活用しながら 

据え置きとしてきたが、令和９年度の県の保険料率統一に向けて、令和６年度の

税率引き上げに続き令和７年度も各区分の税率の改定が必要となったことから、

甲賀市国民健康保険税条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 改正の概要 

 （１） 国民健康保険税の医療分における被保険者に係る所得割額の税率を「１

００分の７．０」から「１００分の７．３５」に引き上げることとします。 

【第３条第１項関係】 

 

 （２） 国民健康保険税の医療分における被保険者に係る均等割額を「２万４，

５００円」から「２万５，７００円」に引き上げることとします。 

【第５条関係】 

 

（３） 国民健康保険税の医療分における世帯に係る平等割額を特定世帯及び特

定継続世帯以外の世帯においては、「２万円」から「２万８００円」に、特定世

帯においては、「１万円」から「１万４００円」に、特定継続世帯においては、

「１万５，０００円」から「１万５，６００円」に引き上げることとします。 

【第５条の２関係】 
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 （４） 国民健康保険税の後期高齢者支援金分における被保険者に係る所得割額

の税率を「１００分の２．５」から「１００分の２．７」に引き上げることと

します。 

【第６条関係】 

 

 （５） 国民健康保険税の後期高齢者支援金分における被保険者に係る均等割額

を「８，３００円」から「９，９００円」に引き上げることとします。 

【第７条の２関係】 

 

（６） 国民健康保険税の後期高齢者支援金分における世帯に係る平等割額を特

定世帯及び特定継続世帯以外の世帯においては、「６，６００円」から「７，３

００円」に、特定世帯においては、「３，３００円」から「３，６５０円」に、

特定継続世帯においては、「４，９５０円」から「５，４７５円」に引き上げる

こととします。 

【第７条の３関係】 

 

 （７） 国民健康保険税の介護分における被保険者に係る所得割額の税率を「１

００分の２．３」から「１００分の２．３５」に引き上げることとします。 

【第８条関係】 

 

（８） 国民健康保険税の介護分における被保険者に係る均等割額を「１万円」

から「１万８００円」に引き上げることとします。 

【第９条の２関係】 

 

（９） 国民健康保険税の介護分における世帯に係る平等割額を「６，３００円」

から「６，０００円」に引き下げることとします。 

【第９条の３関係】 
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（１０） 国民健康保険税の７割軽減世帯における被保険者に係る均等割額軽減

額を、医療分については、「１万７，１５０円」から「１万７，９９０円」に、

後期高齢者支援金分については、「５，８１０円」から「６，９３０円」に、介

護分については、「７，０００円」から「７，５６０円」に引き上げることとし

ます。   

また、世帯に係る平等割額軽減額を、医療分については、特定世帯及び特定

継続世帯以外の世帯においては、「１万４，０００円」から「１万４，５６０円」

に、特定世帯においては、「７，０００円」から「７，２８０円」に、特定継続

世帯においては、「１万５００円」から「１万９２０円」に、後期高齢者支援金

分については、特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯においては、「４，６２０

円」から「５，１１０円」に、特定世帯においては、「２，３１０円」から「２，

５５５円」に、特定継続世帯においては、「３，４６５円」から「３，８３３円」

に引き上げることとします。 

介護分については、「４，４１０円」から「４，２００円」に引き下げること

とします。 

【第２３条第１項第１号関係】 

 

（１１） 国民健康保険税の５割軽減世帯における被保険者に係る均等割額軽減

額を、医療分については、「１万２，２５０円」から「１万２，８５０円」に、

後期高齢者支援金分については、「４，１５０円」から「４，９５０円」に、介

護分については、「５，０００円」から「５，４００円」に引き上げることとし

ます。   

また、世帯に係る平等割額軽減額を、医療分については、特定世帯及び特定

継続世帯以外の世帯においては、「１万円」から「１万４００円」に、特定世帯

においては、「５，０００円」から「５，２００円」に、特定継続世帯において

は、「７，５００円」から「７，８００円」に、後期高齢者支援金分については、

特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯においては、「３，３００円」から「３，

６５０円」に、特定世帯においては、「１，６５０円」から「１，８２５円」に、
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特定継続世帯においては、「２，４７５円」から「２，７３８円」に引き上げる

こととします。 

介護分については、「３，１５０円」から「３，０００円」に引き下げること

とします。 

【第２３条第１項第２号関係】 

 

（１２） 国民健康保険税の２割軽減世帯における被保険者に係る均等割額軽減

額を、医療分については、「４，９００円」から「５，１４０円」に、後期高齢

者支援金分については、「１，６６０円」から「１，９８０円」に、介護分につ

いては、「２，０００円」から「２，１６０円」に引き上げることとします。   

また、世帯に係る平等割額軽減額を、医療分については、特定世帯及び特定

継続世帯以外の世帯においては、「４，０００円」から「４，１６０円」に、特

定世帯においては、「２，０００円」から「２，０８０円」に、特定継続世帯に

おいては、「３，０００円」から「３，１２０円」に、後期高齢者支援金分につ

いては、特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯においては、「１，３２０円」か

ら「１，４６０円」に、特定世帯においては、「６６０円」から「７３０円」に、

特定継続世帯においては、「９９０円」から「１，０９５円」に引き上げること

とします。 

介護分については、「１，２６０円」から「１，２００円」に引き下げること

とします。 

【第２３条第１項第３号関係】 

 

（１３） 国民健康保険税の医療分における未就学児に係る均等割額軽減額を、

７割軽減世帯については、「３，６７５円」から「３，８５５円」に、５割軽減

世帯については、「６，１２５円」から「６，４２５円」に、２割軽減世帯につ

いては、「９，８００円」から「１万２８０円」に、軽減非該当世帯については

「１万２，２５０円」から「１万２，８５０円」に引き上げることとします。   

【第２３条第２項第１号関係】 
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（１４） 国民健康保険税の後期高齢者支援金分における未就学児に係る均等割

額軽減額を、７割軽減世帯については、「１，２４５円」から「１，４８５円」

に、５割軽減世帯については、「２，０７５円」から「２，４７５円」に、２割

軽減世帯については、「３，３２０円」から「３，９６０円」に、軽減非該当世

帯については「４，１５０円」から「４，９５０円」に引き上げることとしま

す。   

【第２３条第２項第２号関係】 

 

 （１５） この条例は、令和７年４月１日から施行します。 

【付則関係】 

 

３ 現行税率との比較 

区 分 令和６年度 令和７年度(案) 現行税率との差 

医療分 

(医療給付費分) 

所得割   ７．０％   ７．３５％  ＋０．３５％ 

均等割 ２４，５００円 ２５，７００円 ＋１，２００円 

平等割 ２０，０００円 ２０，８００円   ＋８００円 

支援金分 

(後期高齢者 

支援分) 

所得割   ２．５％   ２．７％   ＋０．２％ 

均等割  ８，３００円  ９，９００円 ＋１，６００円 

平等割  ６，６００円  ７，３００円   ＋７００円 

介護分 

(介護納付金分) 

所得割   ２．３％   ２．３５％  ＋０．０５％ 

均等割 １０，０００円 １０，８００円   ＋８００円 

平等割  ６，３００円  ６，０００円   ▲３００円 

合  計 

所得割   １１．８％  １２．４０％  ＋０．６０％ 

均等割 ４２，８００円 ４６，４００円 ＋３，６００円 

平等割 ３２，９００円 ３４，１００円 ＋１，２００円 

 

４ この改正による税収への影響 

  税率改正による国民健康保険税額の増額見込 約４８，０００千円 
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【参考】 税率改正による年税額シミュレーション 

 

 

【参考】県が示す令和７年度標準保険料   

  

 

５ 税率改正の理由及び必要性 

  国保を取り巻く以下のような状況により、税率の引き上げが必要 

➣ 被保険者の減少による税収の減少 

   被保険者数：令和 5 年 12 月末 15,661 人⇒令和 6 年 12 月末 15,007 人  

1 年間で 654 人の減 

➣ 県全体の被保険者一人当たりの医療費の増加 

令和 6 年度一人当たり医療費（3～11 月）は、令和 5 年度に比べ 2.4％増加 

➣ 基金保有額の大幅な減少 

≪基金保有状況の推移≫ 

令和４年度末 

基金残高 

令和５年度末 

基金残高 

令和６年度基金 

取崩見込額 

令和６年度末 

基金残高見込 

４億３，９３５万円 ２億１，８８７万円 ８,７５６万円 １億３，１５７万円 

モデルケース（条件） 現行税額 試算税率 増加額 増加率

Ａ　２人（６５歳以上）、
　　所得なし（年金１１０万円）【７割軽減】

27,600 29,700 2,100 7.6%

Ｂ　３人（４０歳代夫婦と子１０歳）、
　　営業所得８０万円　　　　　【５割軽減】

119,200 126,900 7,700 6.5%

Ｃ　３人（４０歳代夫婦と子１０歳）、
　　所得１６７万円（給与収入２５０万円）【２割軽減】

267,300 283,600 16,300 6.1%

Ｄ　３人（４０歳代夫婦と子１０歳）、
　　営業所得３００万円

454,500 480,900 26,400 5.8%

Ｅ　３人（４０歳代夫婦と子１０歳）、
　　営業所得４００万円

572,500 604,900 32,400 5.7%

Ｆ　３人（４０歳代夫婦と子１０歳）、
　　所得６１０万円（給与収入８００万円）

820,300 865,400 45,100 5.5%

所得割
被保険者
均等割

世帯別
平等割

医療 7.54% 32,399 21,966
支援 2.80% 11,881 8,055
介護 2.36% 12,063 6,026
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➣ 小規模な保険者では医療費の動向等により財政が不安定になりやすいという 

  課題を、都道府県化することで安定的な財政運営を図り、県内で公平な保険 

  料負担により医療費負担を分かち合い支え合うため、令和 9 年度に保険料を 

  統一予定。 

 

６ 税率改正の方向性 

①  「現行税率」と「令和９年度の標準保険料率（推計）」との差※１を令和７～９

年度の３箇年で段階的に縮めていく必要があるため、令和７年度においては、

概ねその差の１/３程度※２を目安として引き上げを行うものです。 

 

※ 令和９年度の標準保険料率（推計）は、県の医療費適正化計画に基づく医

療費伸び率（年２．５％）および後期高齢者支援金、介護納付金のこれま

での伸び率をもとに推計したもので、現在、国で進められている社会保障

改革の影響等は含んでおりません。 

 

②  物価高騰等の影響があることから、低所得者や多子世帯に配慮し、均等割、平

等割の引き上げは、目安とする１/３の額よりも抑えた額とします。 

 

③  令和６年度末の基金残高見込み及び令和８年度以降の基金活用予定等を踏ま

え、令和７年度は、基金を６千万円活用します。 

現行税率（R6）

所得割
被保険者
均等割

世帯別
平等割

所得割
被保険者
均等割

世帯別
平等割

医療 7.0% 24,500 20,000 医療 8.05% 33,505 22,716

支援 2.5% 8,300 6,600 支援 3.10% 12,634 8,565

介護 2.3% 10,000 6,300 介護 2.59% 12,496 6,242
現行→R9
との差※1

+1.94％ +15,835円 +4,623円

※2

+0.65% +5,278円 +1,541円

【参考】R9標準保険料率（推計）

（参考:3箇年で均等に引き上げる場合）


